
【参考資料】　　岩国市特定空家等判断基準

Ⅰ　そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態　[区分１]

１．建築物が著しく保安上危険となるおそれがある。

(1)　建築物が倒壊等するおそれがある。
備考

①不同沈下
・不同沈下により屋根、小屋、土台等が上下方向に一様でな
い変形をしている

外観目視調査により判定（必要に応じて内部調査）。
地盤の沈下や構造骨組みの部分的あるいは全体的な
損傷を確認する。

②傾斜 ・建築物の傾斜が１／２０を超えている
柱又は外壁の傾斜を下げ振りにより調査（最も傾きが
大きい箇所）する。
※災害に係る住家の被害認定基準運用指針参照

建築物の構造耐力上主要な部
分の損傷等

①基礎
・大きな亀裂、ひび割れがが複数生じている
・変形、破損している
・土台と大きなずれが生じている

②土台
・著しい腐食、損傷、蟻害による断面欠損がある
・緊結金物に著しい腐食がある

①柱、はり

・大きな亀裂、ひび割れがが複数生じている
・変形（たわみ）、破損がある
・著しい腐食、損傷、蟻害による断面欠損がある
・柱とはりの仕口にずれが生じている

②筋かい
・大きな亀裂、ひび割れがが複数生じている
・変形、破損している

ハ
建築物が一見して危険と判断
される

外観目視調査により判定。
※被災建築物応急危険度判定マニュアル参照。

項目 調査項目

・一見して分かる著しい構造的破壊や傾斜が顕著で今にも倒壊しそうである
・基礎や杭の著しい破損が確認できる

イ 建築物の著しい傾斜

(イ)基礎及び土台

(ロ)柱、はり、筋かい、柱とはり
の接合等

外観目視調査により判定（必要に応じて内部調査）。

内部調査により判定。
※災害に係る住家の被害認定基準運用指針の柱の損
傷程度がⅢ以上のもの。

ロ
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(2)　屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれがある。
備考

①屋根 ・不陸、陥没が確認できる

②屋根ふき材 ・剥離、ずれ、破損、落下している

③軒
・野路板、垂木が腐朽又は欠損
・垂れ下がり

④雨樋 ・破損、垂れ下がり（部分的でないもの）

(ロ)外壁
外観目視調査により判定。
※災害に係る住家の被害認定基準運用指針の外壁の
損傷程度がⅢ以上のもの。

(ハ)看板、給湯設備、屋上水槽
等

(ニ)屋外階段、バルコニー（ベ
ランダを含む）

(ホ)門又は塀
外観目視調査により判定。
鉄筋や転倒防止策の有無も確認。

２．擁壁が老朽化し危険となるおそれがある。
備考

「宅地擁壁老朽化判定マニュアル(案）」により判定（危
険度評価区分が５点以上）

項目 調査項目

外観目視調査により判定。
※①②については、災害に係る住家の被害認定基準
運用指針の屋根の損傷程度がⅢ以上のもの。

擁壁
・表面に水がしみ出し流出している
・水抜き穴のつまりが生じている
・ひび割れが生じている

項目 調査項目

(イ)屋根ふき材、ひさし又は軒

・破損、ぐらつき、ひび割れが複数が生じている
・傾斜している

・腐食、破損、脱落が生じている
・傾斜している

・転倒、腐食、破損、脱落が生じている
・支持部分が腐食している

・腐朽等により壁体を貫通する穴がある
・仕上材の剥落、腐朽又は破損し下地が露出している
・仕上材に剥離、ずれが生じている

外観目視調査により判定（必要に応じて内部調査）。
支持部分は接合状況を確認。
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Ⅱ　そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態　[区分２]
Ⅲ　適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態　[区分３]
Ⅳ　その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態　[区分４]

１．建築物又は設備の状況
区分 備考

[区分２]
外部調査又は内部調査により状況が確認できるもの。
「目で見るアスベスト建材(第2版）国土交通省」参照。

[区分２] 汚物の流出又は臭気の発生の原因が確認できるもの。

[区分３]
社会通念上建築物の外観、美観を著しく汚損し、敷地外
から確認できるもの。

[区分３]
全体の過半が割れていることが、敷地外から確認できる
もの。

[区分４]
侵入を遮る門扉や塀がなく、容易に建築物に侵入できる
もの。

[区分４]
侵入を遮る門扉や塀がなく、容易に建築物に侵入できる
もの。

２．建築物の周辺の状況
区分 備考

[区分３] 住宅地域で建築物の老朽化が伴っているもの。

[区分４]
枝等の発生元が空家の敷地内の立木等であることが認
められる。

[区分４]
道路の幅員や枝等の高さにより歩行の妨げが認められ
る。

[区分４]
隣家への著しいはみ出し、電線、電柱、道路標識等にか
かっている。

窓ガラス
・外見上多数割れたまま放置されている

・建築物の全面を覆う程度まで繁茂している

門扉等の出入り口 ・一部が損壊したまま放置され、不特定の者が容易に侵入できる

・腐朽、倒壊、枝折れ等が生じ、隣地や道路に枝等が大量に散ら
ばっている

・枝等が道路等にはみ出して歩行者の通行を妨げている

項目 調査項目

項目 調査項目

吹付け石綿（アスベスト） ・使用部分が破損等し飛散又は暴露するおそれがある

浄化槽、排水等 ・破損等による汚物の流出や臭気の発生がある

落書き、汚物　（屋根、外壁等） ・外見上大きく傷んだり汚れたまま放置されている

・割れたまま放置され、不特定の者が容易に侵入できる

立木等（雑草含む）

・枝等が隣地等の敷地外に著しくはみ出している
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区分 備考

[区分２]

[区分２]

[区分３]

[区分４]
敷地外からねずみ等の姿や近隣の被害が確認でき、そ
の発生元が空家であることが認められる。

[区分４]
動物の糞、毛等や侵入等により近隣の被害が確認でき、
その発生元が空家であることが認められる。

[区分４]
敷地外から鳴き声や臭気（悪臭）が確認でき、その発生
元が空家であることが認められる。

[区分４] 降雨等により継続して土砂が流出するおそれがある。

住みついた動物、昆虫等 ・犬、猫、狸等の動物が住みついている

・鳴き声や臭気が発生している

項目 調査項目

・臭気が発生している

ごみ等の放置、不法投棄
・多数のねずみ、はえ、蚊等が発生している

・散乱又は山積したまま放置されている

土砂等 ・近隣の道路、建物の敷地等へ大量に流出している

・多数のねずみ、はえ、蚊、のみ、シロアリ等が発生している

敷地外から臭気（悪臭）、ねずみ等の姿が確認でき、そ
の発生元が空家内のごみ等であることが認められる。
※「ごみ等」については、有価性、所有意思の放棄等を
総合的に勘案して判断する。

29 


